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研究成果の概要（和文）：

本研究においては、ＥＵレベルおよび構成国レベルで提案される不法行為法改正提案にお

いて規定された企業責任規定について、立法資料及びこれに関する理論状況を分析・検討

をおこない、企業責任の可能性を探った。成果は 4 ないし 5 に掲げる論文および報告によ

り公にしている。

研究成果の概要（英文）：

This reserch is about enterprise liability of Reform-project in european tort law,

Swizerland and Austria,especially, upon closer consideration of Reofrm-materials and

related discussion,then seeks the possibility of enterprise liability. The results are and

will be published in some law journals and presentation of research.
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１．研究開始当初の背景

日本法においては、民法 709 条に基づく企

業責任論が活発に議論されたが、過失責任に

基づくゆえ解釈論において、過失の衣を着た

無過失責任と批判されるように、理論上の限

界が見られた。 この法理は、危険責任論の

進展および無過失責任立法の充実により、も

はやその役目は終えたのかもしれない。しか

し危険責任論も融通無碍に拡張できるもの

ではない以上、これで対処できない場合には、

別の責任原理を考えていく必要がある。さら

に、この法理は、日本が高度経済成長期に直

面した公害や製造物責任といった大規模な

事故に対して大きな役割を担ったものであ
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り、過失責任によりこれほどの大事故を処理

してきたことで、比較法的にも特徴的なもの

でもある。仮に立法が問題となるとして、こ

の法理を規定に盛り込むことは、日本法を世

界にアピールするうえでも重要ではないか

と考え、本研究を構想するに至った。

２．研究の目的

1 で示した背景をもとに、本研究は、ＥＵ

レベル、オーストリア、スイスといった構成

国レベルで示される不法行為法の改正提案

において規定された企業責任規定（スイス責

任義務法改正草案 49a 条（2000 年）、同条に

示唆を受けたヨーロッパ不法行為法原則

Principles of European tort Law 4：202 条

（2005 年）、そしてオーストリア科学アカデ

ミー欧州損害賠償法研究所・連邦司法省新損

害賠償法草案 1302 条（2005 年））がどのよう

に理論的に検討され、提案されるに至ったか

を分析・検討することで、上記問題点を抱え

る日本の企業責任論に新しい展開をもたら

すこと可能性がないか検討した。とくに、第

三の帰責根拠という発想は、日本の民法にお

いても、民法 717 条の土地工作物の瑕疵ある

いは製造物責任法における製造物の瑕疵と

いうように、限られた範囲ではあるが認めら

れてきたものである。この点を広げて、ドイ

ツ、オーストリア、スイスそして EU レベル

での比較法研究を踏まえて、企業責任一般の

帰責原理として、「瑕疵」を考えることがで

きるのか、できるとして、それをどう企業責

任の中で説得力ある根拠として構築できる

のかという点を、明らかにする。必ずしも十

分に紹介されてこなかった EU レベルあるい

はスイス法およびオーストリア法の企業責

任の展開を紹介するという資料的意義があ

るとともに、過失責任でもなく危険責任でも

ない、企業責任に対応する新たな帰責原理で

ある瑕疵概念を解明することで、わが国にお

いて具体的な紛争を解決する上で基礎とな

る重要な研究である。

３．研究の方法

各提案における立法提案資料の分析・検討、

および提案に対する学説上の議論の分析を

行った。また各提案を離れて、ヨーロッパ各

国の過失責任、使用者責任、危険責任を網

羅的に比較法的研究を行った Unification of

Tort Law シリーズの分析もおこなった。こ

の成果が一定程度まとまった段階において、

各研究会において報告を行い、参加者との質

疑を行い、理解を深めた（下記 5参照）。ま

たヨーロッパ不法行為法原則およびオース

トリア損害賠償法改正草案で中心的な役割

を果たされた Helmut Koziol（ヘルむと・コ

ツィオール）ウィーン大学教授の講演会（龍

谷大学）が開催された際、研究遂行の上で生

じた問題点につき質疑を行った（この質疑は、

「ヨーロッパにおける損害賠償法の改革Ⅱ」

民商 144 巻 6 号 32－33 頁に掲載されてい

る）。

４．研究成果

（1）企業責任規定の意義

いずれの提案においても、責任根拠を「企

業における瑕疵」（あるいはそれに類するも

の）に求め、過失責任、危険責任と並ぶ第三

の責任原理として位置付けることで、過失責

任、危険責任ではカバーできない領域を規律

する受け皿としての役割を与えている。特に

企業責任規定を巡り詳細な議論をしている

のはスイスとオーストリアである。

① ヨーロッパ不法行為法原則

ヨーロッパレベルで法の平準化作業を行

うためのモデル法として示されたヨーロッ

パ不法行為法原則においては、その 4：202

条において、企業責任規定が設けられている。

但しここでは、ここでは企業の瑕疵を根拠に

おくものの、この原則が、法の平準化を念頭

においているために、突飛な提案は控えられ

ており、伝統的な過失責任の枠組み内での、

企業責任規定を提案している。この企業責任

規定は、②でみるスイスの改正提案を参照し

ているものの、いかなる根拠でこの責任の厳

格化を肯定するかについては、そこまで詳細

な検討はなされていなかった。理論的な検討

はそこまで

② スイス法

スイス法においては、使用者責任規定（ス

イス債務法（以下 OR）55 条）が多機能な守

護聖人として多くの事案の解決に用いられ、

製造物責任でも同規定が用いられた法発展

があった。つまり、使用者責任規定が企業責

任を処理する役割を担っていた。ここでは、

使用者責任は原因責任と解されていたが、動

物保有者、工作物責任等も、同様に原因責任

と解され、原因責任自体の理解が、現行法の



解釈では不透明なものと考えられている。そ

こで、改正提案では、使用者責任規定の法発

展を受けた、責任義務法改正草案 49a 条で、

この規定の責任根拠を組織リスクにもとめ、

この規定の独自性を鮮明にする立場に立っ

た。

③ オーストリア法

オーストリアの改正提案は、企業責任規定

を、危険物質による加害、組織編成の瑕疵、

被用者の不法行為の帰責等、きわめて射程の

広い、受け皿的一般条項として構想されそれ

を過失責任としていた。この背景としては、

製造物等の企業責任が問題となる事案にお

いては、不法行為法ではなく、契約法の拡張

および危険責任の類推で処理することとな

っており、企業責任を不法行為法で処理する

ことにより生じる問題点（例えば過失責任の

限界や代位責任を構想することで、被用者が

被害者に対して個人で責任を負うというも

の）が必ずしも、この規定では意識されてい

ない可能性を示すに至った。

とくにこの責任原理の正当化について詳

細な検討を加えているのがオーストリア損

害賠償法改正草案であり、報償、分業の危険、

リスクの社会化、付保の可能性の要素を挙げ

る。この点は必ずしも日本の企業責任論では

意識されて展開されているものではなかっ

たのであり、日本法にとっても重要な私的で

あろう。これらの要素の正当化は、かつてオ

ーストリア法において示されていたもので

あり、それを、現代的な企業責任規定を裏付

ける際にも援用しているのである。

（2）比較法と国内法の発展の所産

企業責任規定は、スイス法においては、こ

れまでの法発展を踏まえ、それを消化した形

で、企業責任規定を設けた。これに対してオ

ーストリア法は、スイス法及びそれに影響を

受けたヨーロッパ不法行為法原則の企業責

任規定を、理論的な検討を踏まえて、取り入

れている。しかし一見すると、そのまま比較

法研究を踏まえてスライドしたものかと思

われるのであるが、理論的な正当化の検討は、

19 世紀の Victor Mataja(ビクトール・マタ

ヤ)および 20 世紀前半の Walter Wilburg（ヴ

ァルター・ヴィルブルク）において示され、

オーストリア法内で生成してきた理論を援

用している。つまりここでは、法発展と比較

法の融合が行われている。このことは、日本

の企業責任論を、立法するにあたっても重要

なことである。既存の法発展の成果と比較法

の所産をどう融合するかにあたって、一つの

重要な示唆をあたえるものと考えている。と

くに 709条の枠組みの企業責任の展開が比較

法的に特徴的なものであるならば、過失責任

を根拠として批判されるものであっても、そ

こで生成された理論的な基礎づけまでは否

定される必要はない。ヨーロッパの改正動向

に示唆を受けつつ、日本独自の企業責任規定

を作り上げるということは、この理論に基づ

いて実際に事件を解決した歴史的な意義も

踏まえれば、日本法にとって重要なことと考

えられるのである。

（3）企業責任規定の独自性の薄さ

しかし、ヨーロッパレベル、あるいは構成

国レベルで示された企業責任規定は、いくつ

かの問題を内包している。すなわち、そこで

示される企業責任の根拠である「企業におけ

る瑕疵」が具体的に何を対象とするのか（企

業の内部の組織編成が問題なのか、被用者の

不法行為も含むのか）、起草者の説明からは

不明確であることが問題として残る。そのた

め、危険責任規定または代位責任である使用

者責任規定によりその規律対象は吸収され、

企業責任規定の意義に疑問が向けられる。こ

の規律対象が不明確であるという問題は、立

法を前提とすると、企業責任規定が、実務の

運用に耐えられず、結果として企業責任規定

に与えられた「受け皿」としての機能を果た

せないことを意味する。この役割を果たすた

めには、「企業における瑕疵」の規律対象を

明確にする必要があるということも（１）の

成果と同時に明らかになったことである。
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